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要介護（要支援）認定申請から 

介護（介護予防）サービスを利用するまでの流れ 

 

介護（介護予防）サービス、介護予防・生活支援サービスを利用する場合は、要介護者について

は担当のケアマネジャーに、要支援者については地域包括支援センターの職員に事前にご相談くだ

さい。 

 

  

要介護（要支援）認定申請

認定調査

町の調査員がご自宅又は病院等を訪問し、本
人の心身状態等についての調査を行います。

主治医意見書

町が主治医に対し意見書を依頼します。最近、
受診していない方は受診してください。

認定審査会

要支援１・２ 要介護１～５

地域包括支援センター 居宅介護支援事業者

介護予防サービスを利用

介護予防・生活支援サー
ビス事業を利用

介護サービスを利用


